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英.はじめに

本稿は，JSPS科研費の助成を受けて平成27（2015）年度より着手した「消費税の計算構造に

基因する転嫁困難性の実証分析と中小事業者特例制度の研究」（以下「本研究」という）の一環

として，事業関係者及び消費者に対して実施したアンケート調査の結果をまとめたものである。

本研究の目的は，消費税の創設時において中小事業者の事務負担に配慮する措置として設けら

れた特例措置のうち簡易仕入税額控除制度（以下「簡易課税制度」という）に焦点を当て，そ

の問題点と限界を明らかにした上で，それに代わる新たな特例措置を提言することであり，そ

れらの内容を以下の論文で論じた。

まず平成30（2018）年３月に発表した論文１において，現行の簡易課税制度の枠組みでは改正

をいくら積み重ねても，同制度に内在する矛盾を解決することができないことを確認した上で，

事務負担の軽減という簡易課税制度の創設趣旨とは別にそれが非公式に果たしてきた実質的な

機能，すなわち，中小事業者の転嫁困難性によって生じるいわゆる損税の負担を解消又は軽減

しているという機能を重視し，それを正当な目的の一つとして認める形で，新たに簡素な仕組

みを再構築する必要性とその骨子について論じた。また，その論証を補強するために，平成30

（2018）年９月に発表した論文２において，会計検査院が平成24（2012）年に実施した簡易課税

制度のみなし仕入率に関する実地検査の内容の批判的考察を行った上で，法人企業統計のデー

タを用いて同制度に内在する根本的な問題（欠陥）について論じた。

本稿は調査報告の形をとっているが，上記２本の論文における論証をアンケート調査の結果

に基づいて補強することを主たる目的としている。本稿では，上記論文で論じた簡易課税制度

の実質的機能（中小事業者の転嫁困難性によって生じるいわゆる損税の負担を解消又は軽減）

の検証を行うために事業関係者に対するアンケート調査を実施し，それらの分析結果を示した。

また，消費税率の引き上げや軽減税率の導入が中小事業者の転嫁や納税等にいかなる影響を及

ぼしているのかについて事業関係者のみならず，消費者に対してもアンケート調査を実施し，

それらの分析結果を示した。これは，中小事業者の転嫁困難性が消費者行動と密接に関連する

ことから，消費者の視点からもアプローチしたものである。本稿では，簡易課税制度に代わる

新たな特例措置の在り方について，消費税制度全体の枠組みの中で中小事業者の視点だけでは

なく，消費者の視点も踏まえて論述した。

事業関係者と消費者に対するアンケート調査は，それぞれ平成30（2018）年11月と12月に実

施した。調査はマーケティングリサーチ業界最大手の株式会社インテージ３（以下「インテージ」
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という）に委託し，同社に登録されている２百万人超のモニターを対象としたインターネット

調査により実施した。

衛.事業関係者に対する調査

１ 調査の目的と方法

事業関係者を対象とする調査は，本研究における実証分析の一環として，消費税の納税義務

者である事業者（今回の調査では会社等の法人を対象）における消費税の簡易課税制度の選択

状況・選択理由，転嫁困難性，消費税率の引き上げや軽減税率の導入による影響等を把握する

ことを目的として実施した。

事業関係者に対する調査では，インテージに登録されているアクティブモニター274万人

（2018年10月時点）の中から，会社の財務・会計・経理の業務に従事する30歳～69歳の男女を対

象４として抽出した。その中から更に，会社の役職者（経営者，役員，部長・課長・係長クラ

ス）として登録されているすべての者を優先的に抽出し，また，一般社員から機械的に抽出し

て各人に質問を送信し合計3,246（＝役職者2,180＋一般社員1,066）サンプルを回収した。これ

は，会社等の法人に勤務し消費税の申告や転嫁の状況等を詳細に知りうる可能性の高いモニ

ターを調査対象とするためである。このため，回収データによる法人数の業種別分布の割合は，

法人企業統計や経済センサスにおけるそれとズレがあるが，アンケート調査に対する個々の業

種ごとの回答割合の特徴は概ね把握できたと考える。ただし，サンプル数が僅少な業種（例：

農業等）における回答割合もそのまま掲載した。

調査期間は，平成30（2018）年11月14日（水）～11月16日（金）である。

アンケートの質問数は，全部で17問である。問１～問６は回答者の属性とその勤務先会社の

規模・業種・取引形態についての質問である。質問項目の構成（問７～17の括弧内は回答結果

の図表番号）は，以下の通りである。
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４ 調査対象の抽出に当たり，仕事先の業種が「マスコミ・広告，新聞・放送業／市場調査」である個人につい

ては，アンケート調査に仕事上接する機会があり回答にバイアスがかかる可能性があるので除外した。
５ 問１と問２の質問は，モニターの本人確認用のものである。また，問３～問６及び問８の回答結果は，他の

質問による消費税の申告・転嫁困難性・事務負担・納税等に関する質問の回答結果を抽出・分析するための

ものである。問の番号は，アンケートの順番を表す。問８（課税売上高）の質問は，問７で課税事業者であ

ると回答した者を対象としている。

《回答者の属性とその勤務先会社の規模・業種・取引形態５》

問１ 回答者の性別

問２ 回答者の年齢

問３ 会社の資本金

問４ 会社の役員，従業員数

問５ 会社の業種（兼業の場合，売上高が最も大きい業種）

問６ 会社の取引形態（BtoB，BtoC等）
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事業関係者に対する調査は，事業者である「法人」宛てに直接実施したものではなく，法人

の財務・会計・経理の業務を担当する個人を対象として実施したものである。回答者ごとにそ

の勤務先法人の消費税の申告や転嫁の状況等に関する知識・理解の程度にバラツキがあり，質

問項目によっては「わからない／答えたくない」（以下「無回答」という）との回答も多かっ

た。そこで，以下の各回答結果のグラフ表示において，無回答分は除外して各回答割合を算出

した。ただし，無回答の件数は各質問の回答結果欄の下部等に記載した。

２ 調査の結果

消費税の申告区分：全員（n=3,246）を対象
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【図表１】問７の回答結果

1,924件 （80.6％）① 課税事業者に該当し，本則課税を適用している。

289 （12.1 ）② 課税事業者に該当し，簡易課税制度を選択している。

174 （7.3 ）③ 免税事業者に該当する。

2,387 （100.0 ）合計（問７①回答者3,246－無回答859＝2,387）

《消費税の申告等》

問７ 消費税の申告区分（課税事業者・免税事業者，本則課税・簡易課税）（図表１）

問８ 直近事業年度（消費税の課税期間）における消費税の課税売上高

問９ 消費税の本則課税の適用理由（図表２）

問10 消費税の簡易課税の適用理由（図表３）

問11 将来，簡易課税が適用できなくなった場合の影響（図表４）

問７ あなたの会社は，現在，消費税の申告において次のいずれに該当しますか。

（回答は１つ）

（注） 本則課税とは，課税期間における課税売上高に対応する課税仕入高に係る消費税

額を仕入税額控除の対象とする方法をいいます。また，簡易仕入税額控除制度（以

下，「簡易課税制度」という）とは，基準期間（前々事業年度）における課税売上高

が5,000万円以下である課税期間について，所轄税務署長に届け出をすることによ

り，その課税期間の課税売上高に係る消費税額にその事業者の営む事業の種類の区

分に応じたみなし仕入率を乗じて計算した金額を課税仕入高に係る消費税額とみな

して控除する方法を言います。

《消費税の転嫁困難性・事務負担・納税》

問12 平成26（2014）年の税率引き上げによる転嫁の状況（図表５，６）

問13 平成31（2019）年の税率引き上げによる転嫁の見込み（図表７，８）

問14（問13関連）転嫁困難が見込まれる理由（図表９）

問15（問13関連）軽減税率のための区分経理の困難性（図表10，11）

問16（問15関連）区分経理の困難性の項目（図表12）

問17 人手不足による人件費の上昇と消費税の納税への影響（図表13，14）



消費税の本則課税の適用理由：問７①回答者（n=1,924）を対象

消費税の簡易課税の適用理由：問７②回答者（n=289）を対象

将来，簡易課税が適用できなくなった場合の影響：問10②回答者（n=134）を対象
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【図表２】問９の回答結果

1,376件 （94.2％）
① 基準期間（前々事業年度）の課税売上高が５千万円超であり，簡

易課税制度が適用されないため。

78 （5.3 ）

② 基準期間（前々事業年度）の課税売上高が５千万円以下であるが，

簡易課税制度を選択するよりも，本則課税を選択した方が納税額が

少なくなると見込まれたため。

7 （0.5 ）③ その他（ ）

1,461 （100.0 ）合計（問７①回答者1,924－無回答463＝1,461）

【図表３】問10の回答結果

103件 （42.0％）① 事務負担が軽減するため。

134 （54.7 ）
② 本則課税を選択するよりも，簡易課税制度を選択した方が納税額

が少なくなると見込まれたため。

8 （3.3 ）③ その他（ ）

延 245 （100.0 ）合計（問７②回答者289－無回答65＝実件数224）

問９ 消費税について本則課税を適用しているとお答えになりました。その理由を以下の

中からお選びください。（回答は１つ）

問10 消費税について簡易課税制度を選択しているとお答えになりました。その理由を以

下の中からお選びください。（回答はいくつでも）

問11 簡易課税制度を選択している理由として，本則課税を選択するよりも納税額が少な

くなると見込まれたためとお答えになりました。将来，課税売上高の増加や制度の見

直し等によって，あなたの会社が簡易課税制度を選択できなくなった場合，営業利益

にどのような影響が生じると考えられますか。（回答は１つ）

（注） 大きな設備投資を行う事業年度では課税仕入にかかる消費税額が増えるので，簡

易課税では節税できませんが，ここではそのような大きな設備投資がないという前

提でお答えください。

【図表４】問11の回答結果

62件 （57.9％）
① 転嫁がきちんとなされているので，簡易課税による節税分がなく

なっても，営業利益には影響がないと見込まれる。

44 （41.1 ）
② 転嫁がきちんとなされていないので，簡易課税による節税分がな

くなると，減少した営業利益の補てんが出来なくなると見込まれる。

1 （0.9 ）③ その他の影響（ ）

107 （100.0 ）合計（問10②回答者134－無回答27＝107）
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簡易課税制度選択事業者のうち，納税額が少なくなるという理由で同制度を利用している者

は約６割（問10の②回答者134／全体実件数224＝59.8％）存在する。そのうち，転嫁がきちん

となされていないので，簡易課税による節税分がなくなると，減少した営業利益の補てんが出

来なくなると見込まれると回答した者は，約４割程度（問11②回答者：41.1％）存在する。す

なわち，簡易課税制度選択事業者の２割強（６割×４割）は，同制度の適用による節税分をい

わゆる損税（消費税の負担の一部が転嫁できずに事業者に帰着すること）の補てんに充ててい

るのである。

市場競争力や価格交渉力の弱い中小の簡易課税制度選択事業者の中には消費税分を予定通り

に転嫁できないことにより，いわゆる損税が生じていることがある。そのような事業者におい

ては，簡易課税の選択による納税額の減少は，益税の発生というよりは「損税の負担の解消又

は軽減」としてとらえることができる。つまり，簡課税制度は，事務の簡素化という創設趣旨

にかかわらず，実際上，中小事業者の転嫁困難性に基因する損税の負担の解消又は軽減に寄与

してきたといえる６。

一方，簡易課税制度は，公平性向上のため事業区分とみなし仕入率の細分化による改正が行

われてきた結果，その本来の趣旨である簡素性が損なわれ，また，法手続き上の問題や選択判

断の困難性によって争訟に至る事態が生じやすいという欠点も指摘されている。このことから，

簡易課税制度はもはや存在意義を失ったものと評価し，その廃止論を主張する向きもある７。

しかし，簡易課税制度は，上記のアンケート結果からもわかるように，同制度の選択事業者の

２割強の経営を営業利益（資金繰り）面で実質的に支えているのである。

平成26（2014）年の税率引き上げによる転嫁の状況：問７①②回答者合計（n=2,213）を対象

合計（問７①②回答者2,213－無回答438＝1,775）
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６ 藤巻・前掲注（1）86頁。
７ 藤巻・前掲注（1）101頁。

問12 平成26（2014）年４月１日に消費税率が５％から８％に引き上げられました。その

際，あなたの会社では，税率引き上げ分（３％）について転嫁ができましたか。

（回答は１つ）

（注） この場合，転嫁ができたとは，消費税率引き上げ前と比べて，事業全体で同程度

の税抜きの売上高・営業利益を確保できた状態を意味します。

① 全体として転嫁できた。

② 一部転嫁できなかった。

③ まったく転嫁できなかった。

④ その他（ ）
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【図表５】 問12の回答結果

（注１）消費税法37条１項は，原則的なみなし仕入率を60％（第４種事業）とし，消費税法施行令57条１項にお

いて第１種，第２種，第３種，第５種，第６種の各事業のみなし仕入率をそれぞれ定め，同57条５項及び

６項においてそれぞれの事業区分に該当する事業を規定している。

（注２）製造小売業を含む。

（注３）電気業，ガス業，熱供給業及び水道業

（注４）専門技術サービス業（法律，特許，公証人役場，司法書士，土地家屋調査士，行政書士，公認会計士，

税理士，社会保険労務士，デザイン業，著述・芸術家業，経営コンサルタント業，設計，測量，検査の事

務所等），学術研究，広告業

（注５）生活関連サービス業（洗濯・理容・美容・浴場業，旅行業，家事サービス業等），娯楽業
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一部又は全部の転嫁ができなかった割合の高い業種は，宿泊業（②と③の合計50.0％），医

療・福祉（同45.8％），生活関連サービス業等（同41.5％），飲食店業（同40.7％），小売業（同

27.0％），不動産業（同26.9％）の順となっている（サンプル数の少ない鉱業を除く）。なお，平成

26（2014）年の消費税率の引き上げ後に日本商工会議所が中小企業を対象として３回にわたり

実施した消費税の価格転嫁に係る実態調査８においても，全部又は一部の価格転嫁ができていな

かった企業の割合の高い業種の上位は，常に飲食店業，個人向けサービス業，生活関連業であっ

た。

次に，簡易課税制度が適用される中小事業者は，基準期間（課税期間の前々事業年度）にお

ける課税売上高が5,000万円以下であることから，図表６は5,000万円（ただし問８の回答の便

宜上，直近事業年度のもの）を基準にして回答結果を区分集計したものである(後掲の図表８，

11，14も同様)。課税売上高5,000万円以下の方が，転嫁困難な状況にある法人の割合が高い。

平成31（2019）年の税率引き上げによる転嫁の見込み：問７①②回答者（n=2,213）を対象
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８ 日本商工会議所「中小企業における消費税の価格転嫁に係る実態調査」（第１回，平成26年７月）（第２回，平
成26年10月）（第３回，平成27年８月）。

【図表６】問12の回答結果 課税売上高5,000万円を基準に回答結果を区分集計

ロ 課税売上高5,000万円超イ 課税売上高5,000万円以下回答結果

78.4％68.8％① 全体として転嫁できた。

16.120.6② 一部転嫁できなかった。

4.95.9③ まったく転嫁できなかった。

0.64.7④ その他

856件：100.0170件：100.0合 計

（注） イとロの合計件数（170＋856＝1,026）と図表５の全体件数（1,775）が一致しないのは，問８（課税売

上高）において回答不明分（749）があるためである。

問13 来年（2019年）10月１日より消費税率が８％から10％に引き上げられる予定です。

その際，あなたの会社では，税率引き上げ分（２％）について円滑に転嫁できると見

込まれますか。（回答は１つ）

（注） この場合，転嫁できるとは，消費税率引き上げ前と比べて，事業全体で同程度の

税抜きの売上高・営業利益を確保できる状態を意味します。

① 全体として転嫁できると見込まれる。

② 一部転嫁できないと見込まれる。

③ まったく転嫁できないと見込まれる。

④ その他（ ）



一部又は全部の転嫁ができないと見込まれる割合の高い業種は，宿泊業（②と③の合計

61.5％），飲食店業（同55.6％），生活関連サービス業等（同42.9％），教育・学習支援業（42.4％），

医療・福祉（同42.2％），小売業（同35.6％），不動産業（同30.9％）の順となっている。

101藤巻一男：消費税率の引き上げが事業者及び消費者に与える影響

【図表７】 問13の回答結果
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（注１～５）：前掲・図表５の注を参照。

合計（問７①②回答者2,213－無回答375＝1,838）
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問12及び問13の回答結果で②と③の合計割合が高かった業種のうち，宿泊業，医療・福祉，

飲食店業，小売業については，後述の問17の回答結果に示したとおり，人件費の上昇傾向に伴

い，消費税の納税に影響が出ている業種でもある。

（問13関連）転嫁困難が見込まれる理由：問13②③回答者（n=456）を対象

（問13関連）軽減税率のための区分経理の困難性：問７①②回答者（n=2,213）を対象
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【図表８】問13の回答結果 課税売上高5,000万円を基準に回答結果を区分集計

ロ 課税売上高5,000万円超イ 課税売上高5,000万円以下回答結果

77.2％69.0％① 全体として転嫁できると見込まれる。

18.324.6② 一部転嫁できないと見込まれる。

4.35.8③ まったく転嫁できないと見込まれる。

0.10.6④ その他

857件：100.0171件：100.0合 計

（注） イとロの合計件数（171＋857＝1,028）と図表７の全体件数（1,838）が一致しないのは，問８（課税売

上高）において回答不明分（810）があるためである。

【図表９】問14の回答結果

203件 （32.8％）① 競合他社との価格競争が激しいため

238 （38.5 ）② 顧客や消費者が価格引き上げに敏感なため

163 （26.4 ）③ 取引先との価格交渉が難しいため

14 （ 2.3 ）④ その他

延 618 （100.0 ）合計（問13②③回答者456－無回答26＝実件数430）

問14 来年（2019年）10月１日からの消費税率の引き上げに際し，税率引き上げ分（２％）

の全部又は一部の転嫁ができないと見込まれるとお答えになりました。その理由は何

ですか。（回答はいくつでも）

問15 来年（2019年）10月１日に消費税率が現行の８％から10％に引き上げられるととも

に，①酒類・外食を除く飲食料品と，②週２回以上発行される新聞（定期購読契約に

基づくもの）について軽減税率８％が適用される予定です。あなたの会社では，売上

げ又は仕入れについて，税率ごとに区分経理することに困難が生じると見込まれます

か。（回答は１つ）

① 主に軽減税率の対象品目の取引をしているが，税率ごとに区分経理することに特に困

難は生じないと見込まれる。

② 主に軽減税率の対象品目の取引をしており，税率ごとに区分経理することに何らかの

困難が生じると見込まれる。

③ 軽減税率の対象品目は取引の一部（会議費や交際費として飲食料品を購入する場合等）

にしかないので，税率ごとに区分経理することに特に困難は生じないと見込まれる。



合計（問７①②回答者2,213－無回答444＝1,769）

103藤巻一男：消費税率の引き上げが事業者及び消費者に与える影響

④ 軽減税率の対象品目は取引の一部（会議費や交際費として飲食料品を購入する場合等）

にしかないが，税率ごとに区分経理することに何らかの困難が生じると見込まれる。

⑤ その他（ ）

【図表10】 問15の回答結果
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（注１～５）：前掲・図表５の注を参照。
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②の回答割合が特に高い業種は，飲食店業（48.1％）と宿泊業（57.1％）である。軽減税率

が導入された場合，一般的に飲食店業や宿泊業においては，売上げには標準税率が適用される

が，飲食料品（酒類を除く）の仕入れについては軽減税率が適用されることになる。飲食店業

や宿泊業は，他業種に比べて転嫁困難な法人が多いことに加え（図表７，10，13参照），軽減税

率導入に伴う区分経理等の事務負担が増加することになる。

課税売上高5,000万円以下の方が，②の回答割合が低い。これは，軽減税率導入後に簡易課税

制度を適用することが関係しているのかもしれない。飲食店業等が軽減税率導入後に簡易課税

制度を適用した場合に発生する益税の問題やその評価に関しては，Ⅲ.３で述べる。

（問15関連）区分経理の困難性の項目：問15②回答者（n=252）を対象
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【図表11】問15の回答結果 課税売上高5,000万円を基準に回答結果を区分集計

ロ 課税売上高

5,000万円超

イ 課税売上高

5,000万円以下
回答結果

23.5％25.4％

① 主に軽減税率の対象品目の取引をしているが，税率

ごとに区分経理することに特に困難は生じないと見込

まれる。

13.711.0

② 主に軽減税率の対象品目の取引をしており，税率ご

とに区分経理することに何らかの困難が生じると見込

まれる。

36.841.6

③ 軽減税率の対象品目は取引の一部（会議費や交際費

として飲食料品を購入する場合等）にしかないので，

税率ごとに区分経理することに特に困難は生じないと

見込まれる。

25.119.1

④ 軽減税率の対象品目は取引の一部（会議費や交際費

として飲食料品を購入する場合等）にしかないが，税

率ごとに区分経理することに何らかの困難が生じると

見込まれる。

1.02.9⑤ その他

840件：100.0173件：100.0合 計

（注） イとロの合計件数（173＋840＝1,013）と図表10の全体件数（1,769）が一致しないのは，問８（課税売

上高）において回答不明分（756）があるためである。

問16 主に軽減税率の対象品目の取引をしており，税率ごとに区分経理することに何らか

の困難が生じると見込まれるとお答えになりました。それは，売上げと仕入れのいず

れでしょうか。（回答は１つ）

① 仕入れ ② 売上げ ③ 売上げと仕入れの両方 ④ その他（ ）



人手不足による人件費の上昇と消費税の納税への影響：問７①②回答者（n=2,213）を対象

合計（問７①②回答者2,213－無回答411＝1,802）

105藤巻一男：消費税率の引き上げが事業者及び消費者に与える影響

【図表12】問16の回答結果 課税売上高5,000万円を基準に回答結果を区分集計

④その他③売上げと仕入れ②売上げ①仕入れ合 計

1（0.4）125（50.8）57（23.2）63（25.6）246件（100.0％）合計（注）

（注） 合計：問15②回答者252－無回答６＝246

問17 近年では人手不足に伴い人件費が上昇傾向にありますが，そのことはあなたの会社

の消費税の納税に影響を与えましたか。（答えは１つ）

① 人件費の上昇に伴い，消費税の納税に窮するなどの影響が出た。

② 人件費は上昇したが，消費税の納税に窮するなどの影響は出ていない。

③ 当社では人件費は上昇傾向にはない。

④ その他（ ）
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【図表13】 問17の回答結果
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（注１～５）：前掲・図表５の注を参照。



近年の人手不足に伴う人件費の上昇によって，消費税の納税に窮するなどの影響が顕著に出

た業種は飲食店業（①の割合51.9％）であり，次いで宿泊業（同28.6％），小売業（同26.2％），

医療・福祉（同24.2％），建設業（同23.3％）となっている（図表13）。これらのうち，宿泊業，

小売業，医療・福祉については，前述の問12の回答結果（図表５）と問13の回答結果（図表７）

から，転嫁困難な法人が多い業種でもある。また，課税売上高5,000万円超と比べて課税売上高

5,000万円以下の方が①の割合が高い（図表14）。

一般論として，人件費が増加すれば資金繰りに窮する事業者も増えることから，消費税の納

税にも影響を与えるというのは表面的な見方である。このことについて，次項において消費税

の計算構造の観点から説明する。

３ 税率引き上げによる影響の大きい業種（飲食店業等）

消費税は他の税目に比べて滞納の発生する割合が高く，また，消費税率引上げ後の年度（平

成９～10（1997～1998）年度：３⇒５％，26（2014）年度：５⇒８％）において新規発生滞納

額の増加が顕著である。筆者は，平成26（2014）年の論文９において，消費税増税に伴う滞納増

加の懸念とその発生原因について，消費税の計算構造に着目して論じた。消費税は付加価値税

であり，利益や給与等の付加価値にかかる税金である。その論文における結論の一つは，次の

ようなものである。事業者において売り上げ先への消費税の転嫁がまったくできなければ、「利

益」相当額に係る消費税の負担は所得課税と実質的に同様の趣旨になるが、利益（純資産の増

加を反映）から納税されると見れば資金的裏付けは一応ある。一方、「給与等の人件費」相当額

に係る消費税については、給与等の人件費が事業者にとっては流出項目であることから、その

納税資金の裏付けはない。消費税は，その計算構造に由来する資金的な理由から，転嫁困難な

107藤巻一男：消費税率の引き上げが事業者及び消費者に与える影響

【図表14】問13の回答結果 課税売上高5,000万円を基準に回答結果を区分集計

ロ 課税売上高

5,000万円超

イ 課税売上高

5,000万円以下
回答結果

16.2％22.8％
① 人件費の上昇に伴い，消費税の納税に窮するなどの影響

が出た。

63.629.4
② 人件費は上昇したが，消費税の納税に窮するなどの影響

は出ていない。

20.147.2③ 当社では人件費は上昇傾向にはない。

0.10.6④ その他（ ）

857件：100.0180件：100.0合 計

（注） イとロの合計件数（180＋857＝1,037）と図表13の全体件数（1,802）が一致しないのは，問８（課税売

上高）において回答不明分（765）があるためである。

９ 藤巻一男「消費税増税に伴う滞納増加の懸念とその発生原因及び対応策」税経通信第69巻第５号34-45頁
(2014)。
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状況にある事業者にとっては，所得課税よりも重い負担となり，滞納が生じやすい税金である

といえる。法人の約７割は赤字法人10であり，法人税を納めていないが，赤字法人であっても，

人件費を支出し計上しているので，課税事業者であれば消費税を納税している場合がほとんど

である。そのような場合，転嫁困難な状況にある事業者において，資金繰りに窮して滞納が発

生しやすくなると考えられる。

この論理を基に，上記問13で取り上げた人件費上昇による消費税の納税への影響について，

次のように説明することができる。図表15において，事業者（法人）の売上高及び人件費以外

の原価その他の費用が一定であると仮定した場合（簡略化のため固定資産設備購入や減価償却

費を考慮しない），人件費が上昇すれば，その分だけ利益は減少し，法人税の課税標準である

所得金額が減少するので，その納税額は減少することになる。一方，消費税はどうか。人件費

の上昇によって，事業者の利益の一部が従業員等の人件費にシフトすることになるが，付加価

値の総額は変わらないので，事業者における消費税の納税額は変わらない。しかし，付加価値

の構成の一部が留保項目である利益から流出項目である人件費にシフトしたことによって，事

業者の資金繰りを悪化させる。人件費が上昇し，かつ，消費税の転嫁が困難な状況にある事業

者においては，消費税の納税に窮するところが出てくるのである。上記の図表13から，そのよ

うな傾向が特に顕著に表れているのが飲食店業であり，次いで，小売業，宿泊業，医療・福祉

においてもそのような影響が出やすいといえる。

ただし，上記の説明は本則課税を適用する法人（問７①回答者：全体の80.6％）に当てはま

る。簡易課税制度を選択した法人（問７②回答者：12.1％）の場合，課税売上高と各事業区分

のみなし仕入率によって消費税の納税額が決まるので，上記説明は当てはまらない。
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10 国税庁の（報道発表資料，平成30年10月）平成29事務年度の法人税等の申告（課税）事績の概要によれば，
国税庁黒字申告割合は34.2％である。

【図表15】 人件費の上昇による納税額への影響



次に，問12と問13の回答結果（図表５と図表７）の比較を基に分析する。事業関係者に対す

る調査時点（2018年11月）から見て，問12は過去（2014年４月）の消費税率の引き上げに関し

て，また，問13は近い将来（2019年10月予定）の消費税率の引き上げに関して，それぞれ転嫁

の状況または見込みについて同趣旨の質問をしたものである（２つの質問は同一のモニターに

対して行い，問12→問13の順に質問し，回答について後戻りはできない設定）。両者の全体の回

答結果を比較すると大きな差異はなかった。ただし，業種別にみると，②「一部転嫁できない

と見込まれる」の回答割合は，飲食店業が問12（22.2％）→問13（40.7％）へと18.5％も増え

ている。また，③「まったく転嫁できないと見込まれる」の回答割合は，宿泊業が問12（０％）

→問13（15.4％）へと15.4％も増えている。

詠.消費者に対する調査

１ 調査の目的と方法

消費者に対する調査は，主として事業者の転嫁困難性について消費者の視点からとらえるた

めに実施した。事業者において消費税の転嫁が円滑に行われるかどうかは，取引段階（BtoB，

BtoC）によっても異なるであろうが，結局のところ最終消費者の行動の影響を強く受けている。

したがって，事業関係者と消費者の両面からアンケート調査を行うことによって，事業者の転

嫁困難性の実態をより的確に理解することができると考える。

この調査では，インテージに登録されているアクティブモニター258万人（母集団，2018年

12月時点）の中から，20歳～79歳の男女11を対象として，日本における男女別・年代別・地域別

の人口構成比にできるだけ合わせて機械的に抽出し，1,000サンプルを回収した。また，その回

答結果について統計学的検定を行った。

調査期間は，平成30（2018）年12月18日（火）～12月20日（木）である。
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参考【図表１】の付表 消費税の業種別（抜粋）申告区分

免税事業者
課税事業者

簡易課税

課税事業者

本則課税
n=業 種（抜粋）

7.3％12.1％80.6％2387全業種

4.812.382.9146小売業

8.316.775.036飲食店業

0.06.393.816宿泊業

36.121.842.0119医療，福祉

11 調査対象者は，未既婚，職業等不問とした。また，調査対象の抽出に当たり，仕事先の業種が「マスコミ・

広告，新聞・放送業 市場調査」となっている個人を除外した（前掲注（4）参照）。
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アンケートの質問数は，全部で12問である。問１～問３は回答者の属性についての質問12であ

る。質問項目の構成（問４～12の括弧内は回答結果の図表番号）は，以下の通りである。

アンケート調査の実施において，対象モニターは問１～問12の順番に回答していくことに

なっており，後戻りして前問の回答を変更することができない仕組みになっている。消費行動

等への直観的・感覚的な回答を得るために，このような仕組みが有効であると考える。

２ 調査の結果

問４～問12の質問に対する回答結果と回答者の属性との関連性の分析については，主に性別

と年齢階級（10歳刻み）別に行った。問４，５，６，７，９，11の質問に対する回答結果と男

女別との関連性について独立性の検定を行った結果，問９を除き「有意差あり」と認められた。

一方，それらの回答結果と性別・年齢階級別との関連性では「有意差あり」と認められたもの
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12 問１と問２の質問は，モニターの本人確認用のものである。問３の職業区分は，①給与所得者，②自営業・

農林漁業・自由業，③年金生活者，④専業主婦・専業主夫，⑤学生，⑥その他（ ），⑦無職であり，こ

の回答結果は問４以下の質問の回答結果の分析用に用いた。ただし，職業別分析については，性別や年齢階

級別と重なっている（女性→専業主婦，20歳代：学生，60・70歳代：年金生活者）ところがあるので，今回
の調査報告では掲載を省略した。

《消費税が消費行動に与える影響》

問４ 買い物をする際の消費税の負担感（図表16，17）

問５ 平成26（2014）年の消費税率引き上げによる消費行動の状況（図表18，19）

問６ 平成31（2019）年の消費税率引き上げによる消費行動の見込み（図表20，21，

22）

《平成31（2019）年の消費税率引き上げ等への意見》

問７ 消費税率の引き上げと軽減税率の導入に対する賛否（図表23，24）

問８ 軽減税率の導入に反対する理由（図表25）

《平成31（2019）年の消費税率引き上げによる景気落ち込みに対する経済対策の賛否等》

問９ 経済対策に対する賛否（図表26，27）

問10（問９）の経済対策に反対する場合の理由（図表28）

《消費税率の引き上げと社会保障制度》

問11 消費税率の引き上げによる安心できる社会保障制度の確立への賛否（図表29，

30）

問12（問11）の施策を支持しない理由（図表31）

《回答者の属性》

問１ 回答者の性別

問２ 回答者の年齢

問３ 回答者の職業



は，問４（男性）と問６（女性）だけであり，他は「有意差なし」であった。「有意差なし」と

判定されたものは，今回の標本数で検出できる差は認められなかった（＝差があるのか無いの

か，判定出来なかった）と解される。「有意差なし」と判定されたものについても，回答傾向か

ら新たな仮説を設定できることもあるので，各質問の回答結果と男女別・年齢階級別のクロス

表に基づいて作成したグラフをすべて掲載した。なお，上記Ⅱ.の事業関係者に対する調査では，

「わからない／答えたくない。」を回答割合の計算から除外したが，ここではその回答結果も含

めて計算した（ただし，統計学的検定からは除外）。

次の問４～問６は，消費税の負担が消費行動に与える影響を調査するためのものである。

買い物をする際の消費税の負担感：全員（n=1,000）を対象

イ 問４の回答結果（男女別）

概して，男性よりも女性の方が買い物に際して消費税の負担を気にする傾向にある。この傾

向は，問５と問６の回答結果にも表れている。
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問４ あなたは買い物をする際，消費税の負担額を気にする方ですか。（回答は１つ）

① 買い物のたびに気にする。

② ときどき気にする。

③ たまに気にする。

④ ほとんど気にならない。

【図表16】

有意差あり（Ｐ＝0.000***）。
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ロ 問４の回答結果（男女別・年齢階級別）

平成26（2014）年の消費税率引き上げによる消費行動の状況：全員（n=1,000）を対象
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【図表17】

男性：有意差あり（Ｐ＝0.032*）。女性：有意差なし（P＝0.429）。

問５ 平成26（2014）年４月１日に消費税率が５％から８％に引き上げられたことをきっ

かけに，普段の買い物の仕方に変化はありましたか。（回答は１つ）

① 特に変化はなかったと思う。

② 消費税率の引き上げ前に普段よりも多く買い物をしたが，その後はもとの買い物の仕

方に戻った。

③ 消費税率の引き上げをきっかけにして家計を引き締める（節約する）ようになった。

④ その他（ ）

⑤ わからない／答えたくない。



イ 問５の回答結果（男女別）

ロ 問５の回答結果（男女別・年齢階級別）

平成31（2019）年の消費税率引き上げによる消費行動の見込み：全員（n=1,000）を対象
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【図表18】

有意差あり（P＜0.001**）。④⑤は除外。

【図表19】

男性：有意差なし（Ｐ＝0.129）。女性：有意差なし（P＝0.287）。④⑤は除外。

問６ 来年（2019年）10月１日から消費税率が８％から10％へ引き上げられるとともに，

低所得者対策として軽減税率８％が導入される予定です。軽減税率の対象品目は，茨

酒類・外食を除く飲食料品と，芋週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づく

もの）です。消費税率の引き上げをきっかけに，あなたの普段の買い物の仕方は変わ

ると思いますか。（回答は１つ）
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イ 問６の回答結果（男女別）

ロ 問６の回答結果（男女別・年齢階級別）
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① 特に変わらないと思う。

② 消費税率の引き上げ前に普段よりも多く買い物をするかもしれないが，その後はもと

の買い物の仕方に戻ると思う。

③ 消費税率の引き上げをきっかけにして，家計を引き締める（節約する）ようになると

思う。

④ その他（ ）

⑤ わからない／答えたくない。

【図表20】

有意差あり（P＜0.001**）。④⑤は除外。

【図表21】

男性：有意差なし（Ｐ＝0.523）。女性：有意差あり（P＝0.020*）。④⑤は除外。



今回の調査結果では，男性については有意差なしと判定されたものの，図表21を見ると，男

性70歳台は，それよりも低い年齢層と比べて節約志向（③：44.4％）が顕著に表れている。一

方，女性70歳台は，税率引上げによって消費行動が変わらないタイプ（①：35.6％）と節約志

向タイプ（③：47.8％）に両極化している。

次に，問５と問６の回答結果（図表18と図表20）を比較してみたい。調査時点（2018年12月）

から見て，問５は過去（2014年４月）の消費税率の引き上げによる消費への影響について，ま

た，問６は近い将来（2019年10月予定）の消費税率の引き上げによって見込まれる消費への影

響について，同趣旨の質問をしたものである（２つの質問は同一のモニターに対して行い，問

５→問６の順に質問し，回答について後戻りはできない設定）。両者の回答結果を比較すると，

①税率引き上げによって普段の買い物の仕方は特に変わらないという者は13.6％減少し，③税

率引上げをきっかけに節約するという者は14.6％増加した（図表22参照）。女性の方が男性より

もその傾向が強い。

2014年４月からの税率引上げは５％から８％へと３％増加したのに対し，2019年10月に予定

されている税率引上げは８％から10％へと２％の増加にとどまり，また，食料品等に軽減税率

８％が適用されることに加え，景気が落ち込むことを防ぐために各種の経済対策（問９参照）

が講じられる予定である。また，2014年当時と比べて，今日ではデフレ経済もかなり改善され

てきている。しかし，2014年４月を契機に消費者が実際にとった行動と比べて，2019年10月の

消費税率引き上げに向けた消費者の意識では節約志向が強くなっている。

以上の調査結果をいかに解釈したらよいのであろうか。消費者としての行動は各モニターの

所得の状況や家族状況等の要因に左右されることが多いであろうが，ここでは消費者個人の心

理的要因に着目すると，次のような仮説が考えられる。

（仮説１） 消費税率が10％という切りの良い数値になると，買い物の直前に消費税額の負担
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【図表22】図表18及び図表20を基に作成

増 減

問６の回答（見込）

税率：８％⇒10％

2019.10～

問５の回答（経験）

税率：５％⇒８％

2014.４～

性別
消費税率引き上げに

対する消費行動

▲13.6％32.6％46.2％全体

① 特に変わらない。 ▲11.539.951.4男性

▲15.725.441.1女性

▲ 1.723.224.9全体② 税率引上げ前に多く

買い，その後，もとに

戻る。

▲ 0.620.219.6男性

▲ 3.826.430.2女性

＋14.639.024.4全体
③ 税率引上げをきっか

けに節約する。
＋10.735.324.6男性

＋18.542.724.2女性
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額を容易にイメージしやすくなるので，より節約的に行動しようとする。

（仮説２） 消費税率が２桁台に突入するという数字のインパクトによって，より節約的に行

動しようとする。

（仮説３） 過去又は現在よりも，将来に向けて節約的に行動しようとする人々が多くなる。

（仮説４） 仮説１～３の行動傾向は，男性よりも女性に顕著に表れる。

仮説１は個人が実際の買い物をする直前の心理状態に関するものであるから，今回のアン

ケート調査結果の理由として必ずしも当てはまるものではない。ただし，この仮説は他の先行

研究13において，「買い物」実験によって検証が試みられている。これは，税率や税額が納税者

にとって明瞭に認識（taxsalience）できる場合，納税者の行動に大きな影響を及ぼすというも

のである。これまで買い物をする直前において消費税の負担額をそれほど気にしなかった者（購

入直後にはじめて消費税額の負担を気にする者を含む）であっても，税率が10％になれば，買

い物の直前に消費税額（例えば，１万円の買い物で千円の消費税額）を容易にイメージできる

ようになるので，特に欲しいものや必要なものでない限り，買い物に抑制的になることは十分

に考えられる。また，仮説２の税率２ケタ台への突入という重い税負担のイメージと相まって，

消費者はより節約的に行動するようになると考えられる。

（仮説３）で示した将来に向けた節約行動の傾向は，日本人の一般的性向や過去・現在の経

済状況の経験も影響しているのかもしれない。2014年４月の消費税率引き上げのときは，当初

それほど経済に悪影響を与えないと予想されていたにも関わらず，消費は予想以上に落ち込み，

経済が停滞した。こうした経験が刷り込まれ，消費に対してより抑制的に行動しようとする可

能性もある。

（仮説４）で示したように男性よりも女性の方が節約傾向にあることは，他の先行研究の実

験結果14からも導かれている。

次の問７と問８では，平成31（2019）年10月１日から予定されている消費税率引き上げと軽

減税率の導入に対する賛否とその理由について質問した。

消費税率の引き上げと軽減税率の導入に対する賛否：全員（n=1,000）を対象
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13藤井聡『「10％消費税」が日本経済を破壊する』91頁（晶文社，2018）。藤井は，心理実験の結果に基づき，

「10％」という計算の容易な税率は，「消費税の顕著性」（taxsalience，分かりやすさ）を高めることを通じて，

一層高い消費抑制効果を持つおそれがあると述べている。
14藤井・前掲注（13）95頁。藤井は更に「10％増税の購買欲の抑制効果」は，男性よりも女性の方がより顕著

であるとの実験結果を示している。

問７ 来年（2019年）10月１日から消費税率が８％から10％へ引き上げられるとともに，

低所得者対策として軽減税率８％が導入される予定です。軽減税率の対象品目は，①

酒類・外食を除く飲食料品と，②週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づく

もの）です。消費税率の引き上げと軽減税率の導入について，どのように考えますか。

（回答は１つ）



イ 問７の回答結果（男女別）

ロ 問７の回答結果（男女別・年齢階級別）

117藤巻一男：消費税率の引き上げが事業者及び消費者に与える影響

① 消費税率の引き上げと軽減税率の導入には反対しない。

② 消費税率の引き上げには反対しないが，軽減税率の導入には反対である。

③ 消費税率の引き上げそのものに反対である。

④ その他（ ）

⑤ わからない／答えたくない。

【図表23】

有意差あり（P＝0.004**）。④⑤は除外。

【図表24】

男性：有意差なし（Ｐ＝0.187）。女性：有意差なし（P＝0.805）。④⑤は除外。
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軽減税率の導入に反対する理由：問７②回答者（n=202）を対象

次の問９と問10では，消費税率の引き上げに伴う景気の落ち込みに対して講じられる経済対

策への賛否とその理由について質問した。

経済対策に対する賛否：全員（n=1,000）を対象

イ 問９の回答結果（男女別）
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問８ 軽減税率の導入には反対であるとお答えになりました。その理由について，お答え

ください。（回答はいくつでも）

【図表25】問８の回答結果（回答者：202に占める割合）

44.6％① 軽減税率は，低所得者対策として効果的ではないから

12.4
② 軽減税率８％は低所得者対策として不十分であり，もっと税率を引き下げ

るべきであると考えるから

24.3③ 新聞が軽減税率の対象品目になっていることに疑問があるから

10.9④ 軽減税率の対象品目をもっと増やすべきであると考えるから

55.4
⑤ 食料品の中には軽減税率の対象とされるかどうかわかりにくい場合がある

から

13.4⑥ その他

問９ 政府は，来年（2019年）10月１日から消費税率が８％から10％へ引き上げられるこ

とによって景気が落ち込むことを防ぐために，次のような経済対策を検討しています。

・幼児教育の無償化

・飲食料品などの税率を８％に据え置く「軽減税率」の導入

・中小の小売業で一定期間のポイント還元

・自動車や住宅購入などに関する税負担の軽減

・防災・減災，国土強靱（きょうじん）化のための緊急対策

これらの経済対策について，どのように思いますか。（回答は１つ）

① すべて賛成である。

② 賛成できるものもあれば，賛成できないものもある。

③ すべて賛成できない。

④ わからない／答えたくない。

【図表26】

有意差なし（Ｐ＝0.251）。④は除外。



ロ 問９の回答結果（男女別・年齢階級別）

（問９）の経済対策に反対する場合の理由：問９②③回答者（n=750）を対象

問11と問12では，消費税率の引き上げと社会保障制度との関係について質問した。

119藤巻一男：消費税率の引き上げが事業者及び消費者に与える影響

【図表27】

男性：有意差なし（Ｐ＝0.636）。女性：有意差なし（P＝0.538）。④は除外。

問10 来年（2019年）10月１日から消費税率が８％から10％へ引き上げられることによっ

て景気が落ち込むことを防ぐために，政府が検討している経済対策について，そのす

べて又は一部について賛成できないとお答えになりました。その理由について，お答

えください。（回答はいくつでも）

【図表28】問９の回答結果（回答者：750に占める割合）

60.4％① 一部の者しか恩恵を受けることができないから

45.1
② 消費税率の引き上げが景気の落ち込みを招くことがわかっているなら，税

率の引き上げをやめた方がよいと思うから

10.1③ その他
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消費税率の引き上げによる安心できる社会保障制度の確立への賛否：全員（n=1,000）を対象

イ 問11の回答結果：男女別

ロ 問11の回答結果（男女別・年齢階級別）
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問11 消費税率の引き上げによって社会保障の安定財源を確保し，安心できる社会保障制

度を確立することができれば，人々の将来への不安が減るので，消費も増え経済活動

も活発になるという考え方についてどのように思いますか。この考え方は，社会保障・

税一体改革大綱（平成24年２月17日閣議決定）等の中に見られるものです。（回答は１つ）

① もっともだと思う。 ② どちらかと言えば，支持できる。

③ どちらかと言えば，支持できない。 ④ 支持できない。

⑤ わからない／答えたくない。

【図表29】

有意差あり（Ｐ＝0.015*）。⑤は除外。（⑤を含めると，P＜0.001**）

【図表30】

男性：有意差なし（Ｐ＝0.432）。女性：有意差なし（P＝0.814）。⑤は除外。



年齢階級別分析では男女ともに有意差は認められなかったが，60歳台については特徴的な点

がある。消費税率の引き上げによって安心できる社会保障制度を確立するという考え方に対す

る肯定派の割合（①と②の合計）は，男性60歳代：46.7％であるのに対し，女性60歳代：29.1％

である（全体平均37.2％）。一方，その考え方に対する反対派（③と④の合計）は，男性60歳

代：48.9％であるのに対し，女性60歳代：58.4％である（全体平均51.7％）。定年を迎えた男性

と同世代の女性とでは，上記考え方に対して大きな隔たりがあるようだ。

（問11）の施策を支持しない理由：問11③④回答者（n=517）を対象

消費税率の引き上げによって安心できる社会保障制度を確立するという考え方は，近年の「経

済財政運営と改革の基本方針」の会議資料15の中にも示されている。こうした考え方は，財務省

の基本的なスタンスでもある。「財務省の使命」は「納税者としての国民の視点に立ち、…国の

財務を総合的に管理運営することにより、健全で活力ある経済及び安心で豊かな社会を実現す

る…」16こととされている。

しかし，「納税者としての国民の視点」は一つではなく，多様である。少なくとも，問11の回

答結果（図表29，30）を見る限りでは，そのような考え方を支持する層は全体の37.2％（①と

②の合計），支持しない層は全体の51.7％（③と④の合計）であり，後者の方が前者よりも14.5％

も高い。また，支持しない理由は，問12の回答結果（図表31）に掲載したとおりであり，「その

他」の意見には感情的なものを含め様々なものがある。

もっとも，上記問11の質問に対して，ほとんどの者は，社会保障制度，マクロ経済，財政等

121藤巻一男：消費税率の引き上げが事業者及び消費者に与える影響

問12 消費税率の引き上げによって社会保障の安定財源を確保し，安心できる社会保障制

度を確立することができれば，人々の将来への不安が減るので，消費も増え経済活動

も活発になるという考え方について，支持できない，または，どちらかと言えば支持

できないとお答えになりました。その理由について，お答えください。

（回答はいくつでも）

【図表31】問12の回答結果（回答者：517に占める割合）

45.5％① 消費税率を引き上げれば，消費は低迷し景気が落ち込むから

65.0② 社会保障制度をあまり信頼していないから

10.1③ その他

15平成30年第９回経済財政諮問会議・第18回未来投資会議合同会議 平成30年６月15日 経済財政運営と改革

の基本方針 2018～少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現～「今後の財政健全化の道筋を展望すれ

ば，全世代型社会保障の構築に向け，少子化対策や社会保障に対する安定財源を確保するとともに，現役世

代の不安等に対応し，個人消費の拡大を通じて経済活性化につなげるためには，2019年10月１日に予定され

ている消費税率の８％から10％への引上げを実現する必要がある。」

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0615/agenda.html（平成31年２月20日閲覧）
16財務省 https://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/mission/index.htm（平成31年２月20日閲覧）



新潟大学 経 済 論 集

に関して正確な知識・理解を得た上で，回答しているわけではないであろう。マクロ経済的に

は，財務省の考え方に対立する見解も存在する。バブル崩壊後の日本にはデフレ経済と名目成

長率の低下という現象があり、財政赤字が深刻化した結果、財政再建について意見の対立があ

る。増税によって財政再建を唱え、財政を健全化することで経済を成長させようとする考え方

（財務省の立場）に対して，経済成長によって財政再建が解決できるとする考え方もある17。実

際，平成30年度の一般会計の税収18は予算額で59.1兆円であり，これはバブル期の平成２（1990）

年の60.1兆円に匹敵するものであり，消費税の増税なしで経済成長（GDP拡大）によって自然

増収がもたらされた結果である。

また，消費税率の引き上げによって社会保障の安定財源を確保するという考え方にも，異論

が存在する。社会保障の財源に逆進性のある消費税を充てるのは低所得者から他の低所得者へ

の再分配の意味合いが強く適当ではないこと，そして社会保障の財源としては垂直的公平の観

点から優れた性質を有する所得税に求めるべきであるといった見解がある。特に，株式譲渡益

等の金融所得に対する比例税率による分離課税を改め，累進税率による総合課税の強化を図る

べきであるとする意見も少なくない。

一般の人々が，社会保障制度，マクロ経済，財政等に関して正確な知識・理解を得た上で自

分自身の考えを持つことは，様々な事情から容易なことではないであろう。その事情の一つに，

客観的で正確な情報が一般に利用しやすいかたちで提供されていないことがあげられる。これ

は，いわゆる租税リテラシーの問題でもある。問４～６のように個人の消費行動を問うような

ものであれば比較的容易に回答できるであろうが，問７～12のように経済社会の制度・政策に

関する知識を前提とするアンケート調査の場合には限界があることも否めない。ただし，後者

のようなアンケート調査の場合であっても，客観的情報がどれだけ人々の間に浸透しているの

か（租税リテラシーの程度）を測る手段として有効であると考える。なお，この種の質問（問

10，11）の場合，「わからない／答えたくない。」の回答割合は，女性の方が男性よりもが高く

（図表26，29），また，男女ともに20歳台が高い（図表27，30）。

鋭.軽減税率導入による消費者の選好変化と飲食店業等への影響

Ⅱ.事業関係者に対する調査結果で示したように，事業者（法人）の立場から見ると，消費税

の転嫁に関して，問12（2014年４月の消費税率引き上げによる転嫁の状況）と問13（2019年10

月予定の消費税率引き上げによる転嫁の見込み）の回答結果の割合を比較した場合，業種別で

は大きな差異が生じているものがあるが，全体では大きな差はなかった。
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17髙橋洋一『日本を救う最強の経済論 バブル失政の検証と後遺症からの脱却』64頁（育鵬社，2017）。
18財務省「一般会計税収の推移」https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm（平成31年２月17日

閲覧）。



問12 問13（回答結果全体の割合）

① 全体として転嫁できた。 76.7％ → 75.0％

② 一部転嫁できなかった。 16.5％ → 19.1％

③ まったく転嫁できなかった。 5.5％ → 5.7％

一方，消費者の立場から見ると，回答結果の比較（図表22）からわかるように，前回（2014

年４月）の消費税率引き上げのときよりも，近い将来（2019年10月予定）の消費税率引き上げ

に当たり，より節約的な行動をとろうとする意識を持つ者が多くなるという結果が得られた。

その傾向は，男性よりも女性に強く表れている。近い将来（2019年10月）の消費税率の引き上

げに向けて，事業者側には売上げの維持・拡大あるいは円滑な転嫁に対する期待があるのに対

し，消費者側には節約志向（消費抑制）の心理が働いており，両者の間にはギャップが存在す

ると見込まれる。業種によって異なるであろうが，全体として事業者が期待するほど売上げは

維持できない（転嫁できない）可能性がある。

また，業種によっては，消費者の視点も踏まえ更に掘り下げた調査が必要である。特に，注

目すべきは飲食店業と宿泊業である。飲食業においては内装工事等の初期投資が多額であり，

ライバル企業が多く，商品単価が安いこと，また，巷間言われるように，仕事がきつくアルバ

イトを確保しにくいといった特徴がある。日本政策金融公庫の調査によれば，飲食店や宿泊業

は廃業率が最も高い業種でもある19。

Ⅱ.２（図表７，13）で示したように，特に飲食店業や宿泊業については，転嫁困難性の程度

が高く，人件費上昇による消費税の納税への影響（⇒滞納）も顕著であることが分かった。2019

年10月に軽減税率の導入が予定されているが，飲食店業が提供する外食サービスは軽減税率の

対象外である。この取り扱いによって，消費者の行動にどの程度の影響を及ぼしうるのかが問

題となる。標準税率10％への引き上げと食料品に係る軽減税率８％の導入によって，消費者が

軽減税率の対象外である飲食店業による外食サービスを敬遠し，中食（店で買って家に持ち帰

り，すぐ食べられる調理済の食品）や内食（家庭で調理してする食事20）を選好する動きが出て

くるであろう。その選好変化がどの程度のものか今回の調査では対象外であり，定量的に推し

測ることができないが，消費税率の引き上げと軽減税率の導入は，飲食店業に対して消費税の

転嫁困難性や人件費上昇の問題と相まって打撃を与えることになると予測される。

その一方で，簡易課税を選択適用している飲食店業においては，軽減税率の施行によって益

税が生じる可能性がある。飲食店業が提供する外食サービスの場合，売上げに標準税率が適用

されるが，飲食料品（酒類を除く）の仕入れについては軽減税率が適用される。飲食店業を営

む中小事業者が簡易課税を適用した場合，売上げに係る消費税額にみなし仕入率（60％）を乗

123藤巻一男：消費税率の引き上げが事業者及び消費者に与える影響

19日本政策金融公庫 総合研究所「新規開業パネル調査」2016年12月28日。これによれば，2011年末に存続し

ていた「飲食店，宿泊業」を営む企業のうち2015年末で18.9％が廃業しており，その廃業率が最も高い（全

体では10.2％）。
20中食（なかしょく）と内食（ないしょく）は，外食（がいしょく，家庭外でする食事）に対して言う言葉で

ある。『広辞苑 第七版』（岩波書店，2018）参照。
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じた仕入税額控除を行えば過大控除となり，いわゆる益税が生じることになる21。この益税をど

のように評価すべきであろうか。

アンケート調査の結果，2019年10月に予定されている消費税率の引き上げによって飲食店業

は転嫁困難等の問題が深刻化すると見込まれるが，その一方で軽減税率の施行下で簡易課税制

度を選択適用することによってもたらされる益税によって，飲食店事業者が直面する転嫁困難

等の問題がある程度緩和されるという側面もある。しかし，このような緩和効果は軽減税率と

簡易課税の同時適用の結果としてたまたまもたらされるものである。そもそも簡易課税と軽減

税率はいずれも公平性，簡素性，中立性の観点から種々の問題点が指摘されているところであ

り，それら２つの制度の歪みの掛け合わせによって生じる益税によって，飲食店業の転嫁困難

等の問題が結果的に緩和されるのは，制度の在り方として筋の良いものではない。それでは，

どのような制度の在り方が望ましいのであろうか。

簡易課税制度の在り方については，次項で述べる。軽減税率の問題点については，事業者に

おいて事務処理手続きが複雑化し事務負担が増加する割には低所得者対策としての効果が乏し

いなどの批判22がなされてきたところであるが，ここではこれ以上論じない。ただし，軽減税率

に対する事業関係者や消費者の評価は，今回のアンケート調査の結果によれば，以下のとおり

である。消費税の課税事業者の関係者のうち，②「主に軽減税率の対象品目の取引をしており，

税率ごとに区分経理することに何らかの困難が生じると見込まれる」と回答した割合は，全体

の14.2％あるが，飲食店業は48.1％，宿泊業は57.1％であるなど業種によってバラツキが大き

い（図表10）。また，一般消費者のうち，②「消費税率の引き上げには反対しないが，軽減税率

の導入には反対である」と回答した割合は，全体の20.2％である（図表23，24）。

液．おわりに―中小事業者の転嫁困難性を救済する簡素な特例制度の提言―

本稿では，本研究における問題認識の一つである簡易課税制度の実質的機能（中小事業者の

転嫁困難性によって生じるいわゆる損税の負担を解消又は軽減）が，中小事業者の経営にどの

程度の効果を与えているのかについて，アンケート調査の結果に基づいて検証した。Ⅱ.２の問

11「将来，簡易課税が適用できなくなった場合の影響」の回答結果（図表４）で示したように，

簡易課税制度選択事業者の２割強は転嫁がきちんとなされていないので，簡易課税制度による

節税分がなくなると，減少した営業利益の補てんが出来なくなると見込まれると認識している。
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21飲食店業とは対照的に，農林水産業においては，簡易課税制度の適用によって不利になりうる。農林水産業

については，飲食料品の売上げは軽減税率が適用されるのに対し，仕入れは種子や肥料，農機具などについ

て標準税率が適用されることから，簡易課税制度を適用すれば，仕入れに係る消費税額が実態に比して過少

に算出されることとなる。そこで，軽減税率の対象となる取引について，第２種事業（みなし仕入率70％）

から第３種事業（同80％）とする改正が行われた（平成31年10月１日から適用）。
22例えば，渡辺智之「欧州委員会グリーンペーパーの含意―ＶＡＴシステムはグローバル化に対応できるか」

税務弘報60巻７号123頁（2012）等参照。



簡易課税制度は，転嫁困難な状況にある課税事業者に対しても一律に納税義務を課している消

費税制度の機械的な衝撃を緩和するバッファー(buffer，緩衝装置)として機能しているのであ

る。

簡易課税制度については，事業者のもとで益税が発生することを防止するために，事業区分

とみなし仕入率を細分化する方向で改正が行われてきた結果，その本来の趣旨である簡素性が

損なわれ，かなり複雑なものとなった。また，問11の回答結果のところで触れたように，法手

続き上の問題や選択判断の困難性によって争訟に至る事態が生じやすいという欠点も指摘され

ており，簡易課税制度の廃止論を主張する向きもある。しかし，簡易課税制度を廃止するだけ

では，上記の実質的機能も喪失することになり，潜在化している転嫁困難性や滞納の問題が顕

在化することになる。本研究の最終的な目的は，簡易課税制度が中小事業者の転嫁困難性によっ

て生じるいわゆる損税の負担を解消又は軽減しているという機能を重視し，それを正当な目的

の一つとして認める形で，簡素な仕組みを再構築することである。このような新たな仕組みの

必要性の根拠について，消費税制度の特徴や経済環境による影響も踏まえ，また，今回のアン

ケート調査の結果を基に改めて説明する。

消費税については，財務省を発信源とする各種情報23を基に，税収が経済動向に左右されにく

く安定していると一般に評価されている。確かに，消費税は景気拡張期や後退期にかかわりな

く，安定的な税収を維持している。しかし，消費税が景気後退期においても安定した税収を維

持できているということは，一部の事業者に消費税の転嫁や納税の面でしわ寄せがきているこ

とを意味する。このことを消費税の計算構造の観点から改めて説明する。

消費税の税収が安定するのは，消費税の課税ベースに付加価値の主要な要素である給与等の

人件費が含まれているからにほかならない。付加価値の要素のうち，事業者が得た利益は経済

動向によって増減する傾向があるのに対し，従業員等に支給した給与等の人件費は比較的安定

的に推移（200兆円程度の年度が多い）しており，これが消費税の税収安定性と多収性をもたら

している直接的要因であるといえる24。消費税率が一桁（国分6.3％）であっても，他の基幹税

である所得税や法人税並みの税収を確保25できているのは，消費税の課税ベースに人件費が含ま

れており，そのウエイトが大きいからである。消費税は，低い税率で多額の税収を確保できる

という意味で多収性に優れた税金であるといえる。

一般に，景気拡張期（インフレ経済下）においては消費者の消費意欲は比較的高く，消費税

の転嫁が円滑に行われやすい。このような状況下では，消費税は効率的に税収をもたらしてく
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23例えば，財務省のホームページ「消費税引き上げの理由，なぜ所得税や法人税ではなく、消費税の引上げを

行うのでしょうか？」https://www.mof.go.jp/faq/seimu/04.htm（平成31年２月17日閲覧）。
24藤巻・前掲注（1）106頁。
25平成30年度の予算額で，消費税（国分の税率：6.3％）の税収は17.6兆円，所得税（累進税率：５～45％）の

税収は19.0兆円，法人税（法人の種類等により税率15％，19％，23.2％等）の税収は12.2兆円である。財務

省「一般会計税収の推移」https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm（平成31年２月17日閲

覧）。
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れるので，政府にとって理想的な税金であるといえる。一方，景気後退期（デフレ経済下）で

は概して消費税の転嫁が円滑に行われにくくなり，一般に売上げ規模の小さい中小事業者，ま

た，業種別では飲食店業や宿泊業・医療福祉等のサービス業にその傾向が顕著に表れる。デフ

レ経済下において，政府は消費税転嫁の円滑化のための措置を講じなければならない。消費税

の課税ベースの主要部分は人件費であることから，消費税をまったく転嫁できない事業者に

とっては，消費税の納税は所得課税よりも重い負担となり，滞納が生じやすくなるといえる

（Ⅱ.３参照）。

一方，簡易課税制度は，その選択適用事業者の一部に益税をもたらしている（図表３②回答）。

簡易課税制度については，2019年10月の消費税率の引き上げ後においても，転嫁困難な状況に

ある課税事業者に対しても一律に納税義務を課している消費税制度の機械的な衝撃を緩和する

バッファーとしての潜在的役割が大きな意味をもつことになるであろう。しかし，そうである

からといって，種々の欠陥が指摘されている簡易課税制度をこのままの状態で維持することは

適当ではないと考える。

事業区分とみなし仕入率の組み合わせを前提とする簡易課税制度のもとでは特定の業種に有

利・不利が生じることから，公平性を確保するために事業区分の細分化等による改正が積み重

ねられてきた。その結果，当該制度の簡素性が損なわれてしまった。また，簡易課税制度は，

実際上，事業者の課税仕入率とみなし仕入率の大小関係によってその選択適用が判断されてお

り，簡易課税制度の適用機会を巡り事業者間に不公平が生じている。個々の事業者の課税仕入

率が法定のみなし仕入率よりも大きい場合には，簡易課税を選択適用すると納税額が増えるの

で，本則課税を適用せざるをえず，事務負担軽減の恩恵を受けることができなくなる（図表２

②回答）。以上のとおり簡易課税制度は，解決困難な構造的欠陥を抱えていることから，早晩

廃止するのが妥当と考える。ただし，本則課税だけになると，潜在化している転嫁困難性や滞

納の問題が顕在化することになる。消費税の計算構造から説明（図表15）したとおり，人件費

の上昇によって消費税の納税に影響（滞納の可能性）が特に出るのは本則課税の適用事業者で

ある。

そこで，現行の簡易課税制度を廃止し，中小事業者の転嫁困難性によって生じるいわゆる損

税の負担を解消又は軽減することを目的とする簡素な特例措置を再構築することを改めて提言

したい。前稿で述べたように，特例措置案の骨子を現行の簡易課税制度と比較して示すと以下

のようになる26。
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26藤巻・前掲注（1）112頁。



《特例措置案の骨子》

右欄の特例措置案の提言の趣旨は，事業区分別のみなし仕入率に基づく階段状の税額控除方

式から，事業区分を廃し，各事業者の人件費の一定割合を基準にしたシームレス（seamless）

な税額控除方式への転換を目指すものである。

法人企業統計のデータから，ほぼすべての業種において，中小事業者ほど付加価値に占める

人件費の割合が高いといえる27。また，今回のアンケート調査で明らかになったように，人件費

の上昇に伴い，消費税の納税に窮するなどの影響が顕著に出ている業種は，飲食店業と宿泊業

である（図表13）。中小事業者あるいは飲食店業や宿泊業等の特定の業種においては，2019年10

月に消費税率が引き上げられることになれば，転嫁困難性や滞納の問題が更に顕在化するであ

ろう。仮に人件費アプローチに基づく控除制度のようなものが導入されれば，消費税率の引き

上げによる衝撃も合理的かつ公平に緩和されることになるであろう。

なお，特例措置案では対象事業者を「一定の中小事業者」としている。これについては，現

行の簡易課税制度の適用対象である「基準期間の課税売上高が5,000万円以下」よりも拡張した

方がよいと考える。その理由として，人件費の上昇に伴い，消費税の納税に窮するなどの影響

が出た事業者は課税売上高5,000万円以下で22.8％，課税売上高5,000万円超でも16.2％存在す

るからである（図表14）。

消費税制度を景気拡張期・後退期を問わず持続的・安定的に維持していくためには，特に景

気後退期（消費低迷期）において中小事業者の転嫁困難性の問題をいかに解決するかにかかっ

ていると考える。現時点では骨格しか示すことができないが，その解決のための簡素で有効な

手段として，上記のような人件費アプローチに基づく控除制度案を改めて提言したい。
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新たな特例措置案現行の簡易課税制度区 分

事業者の損税の負担の解消又は軽減事務負担の軽減制度の趣旨

税額控除税額控除方 式

事業者が支給した給与等の人件費の一定

割合相当額を仕入税額控除とは別枠で追

加的に税額控除

事業区分（第１種～第６種）別にみなし

仕入率（90％，80％，70％，60％，50％，

40％）を適用して税額控除

控 除 額

一定の中小事業者を対象基準期間の課税売上高が5,000万円以下対象事業者

対象事業者に一律に適用対象事業者による選択適用手 続 き

27藤巻・前掲注（2）63頁の図表「事業規模別・業種別の付加価値要素別分析（平成28年）」を参照。
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